
 

 

一人親方の取組に関する申合せ 

 

過度な重層下請構造の是正、技能者の処遇改善と技能向上を図るた

め、令和６・７年度においては、次のとおり、一人親方対策を講ずる

ことを申し合わせます。 

 

一、 規制逃れを目的とした一人親方対策 

【一人親方の実態把握・業界への情報共有】 

・国土交通省は、 

- 働き方改革による労働時間規制逃れを目的としたものを含め、定

期的に一人親方の実態把握を行い、適切に業界へ情報提供する

こと、 

- 労働安全衛生規則等の改正により、事業者が一人親方に危険・有

害な作業を請け負わせる場合、その使用する労働者と同等の保

護が図られるよう、適切な措置を実施することが義務付けられ

ていることを周知すること、 

等により、規制逃れを目的とした一人親方化の進行を防止する。 

・国土交通省は、規制逃れを目的とした一人親方化の問題に関して、

「地方において理解が十分ではない」、「発注者においても理解し

ていないケースがある」ことを踏まえて、一人親方本人・建設業者

に加えて、発注者も対象に、地方部を重点的な対象として、説明会

・リーフレット配布等を行う。 

【チェックリストの活用による規制逃れの防止・是正】 

・建設業団体は、一人親方が入場する現場において、ガイドラインで

求めているチェックリスト等の活用を拡大するものとし、現行の活

用率約２割を約５割に高めることを目指す。このため、国土交通省

も、チェックリストが、一人親方が入場する全ての工事現場で活用

されるよう、建設業団体を通じた周知に加え、CCUS に登録する一

人親方本人に対して直接メールでの周知を行う。 
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・建設業団体は、チェックリスト等の活用の結果、規制逃れが疑われ

る一人親方について、 

- 下請企業において、雇用契約の締結（社員化）が徹底されるよう、 

- 元請企業において、下請企業に対して雇用契約の徹底を促すとと

もに、改善が見られない場合は当該建設企業の現場入場を認めな

い取り扱いとするよう、 

取り組む。 

・取組の徹底にあたっては、一人親方･下請企業だけでなく、元請企

業・発注者・関係省庁一体となって推進する。その際、国土交通省

は、元請・下請企業に対し、実態が雇用労働者であるにもかかわら

ず、労働関係法令の規制を逃れる目的で一人親方として請負契約を

結ぶことがいわゆる偽装請負に該当しうることを周知徹底する。 

・国土交通省は労働者性の判断に関する問い合わせ対応の強化のた

め、厚生労働省と連携する。 

・国土交通省は、取組の推進により、適正な一人親方まで排除される

ことがないよう、適切な対応を業界へ周知するよう取り組む。 

【適正な一人親方か否かの判断をしやすくするための検討】 

・令和８年度以降に適正でない一人親方の目安を策定するため、検討

を進める。その際、目安を CCUS レベル等の技能レベルによって示

すこともあわせて検討し、国土交通省･建設業団体は、CCUSの能力

評価を推進する。 

・国土交通省は、CCUS の登録情報を活用して、チェックリスト等の

確認を簡易に行うための措置を講じる。 

 

二、 一人親方と建設企業の取引環境の適正化 

【一人親方と建設企業の適正取引等の推進】 

・建設業団体は、下請企業が必要経費等を十分含んだ請負代金で一人

親方と契約するよう取り組むとともに、下請企業が一人親方と書面

で契約するよう徹底する。 



 

 

・国土交通省は、一人親方が、改正建設業法に基づき価格交渉を行い、

必要経費等が含まれた適正な報酬を受け取れるよう、改正法の周知

や相談体制の構築を含め、実効性の確保に取り組む。 

【一人親方化に伴う得失を踏まえた慎重判断の徹底】 

・国土交通省は、技能者が一人親方になるか否かを慎重に判断できる

よう、たとえば一人親方となった場合と引き続き社員である場合の

区分に応じ、年金を含む収入にどの程度の差異が出るかを試算でき

るソフトを提供するなど、一人親方になった場合のメリット・デメ

リットを技能者に分かりやすく示す。 

・その上で、国土交通省及び建設業団体は、一人親方になろうとする

技能者が、一人親方と社員の働き方の違いや一人親方化のメリット

・デメリットを理解できるよう、技能者への説明等に取り組む。 

【事業者による雇用維持や社員化に必要な法定福利費の支払徹底】 

・国土交通省は、技能者の雇用維持や社員化に伴って必要となる法定

福利費を適切に価格転嫁し、技能者を雇用する建設業者に法定福利

費が行き渡るよう、改正建設業法に基づき、労務費に加えて法定福

利費についても、確保･行き渡り策の対象とすることを検討する。 

・法定福利費を内訳明示した見積書の提出率を現在よりも３０％引き

上げることを目指して、標準見積書の周知や活用促進を図る。 

【平準化の徹底】 

・国土交通省は、建設工事の繁閑に伴って技能者の稼働率低下が事業

者の負担増とならないよう、特に取組が遅れている自治体工事など

を対象に工期の平準化の取組を強化する。 
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雇用契約を締結せず、現場作業に従事されている方は、働き方を確認し、チェック
リストのBが多く当てはまる場合は、雇用契約の締結を検討しましょう。

依頼に対する諾否

仕事先から仕事を頼まれたら、
断る自由はありますか？

自分に断る自由がある

自分に断る自由はない

Point 1 A

B

指揮監督

日々の仕事の内容や方法はどのように
決めていますか？

毎日の仕事量や配分、進め方は、基本的に
自分の裁量で決定する

毎日、会社から仕事量や配分、進め方の
具体的な指示を受けて働く

Point 2 A

B

拘束性

仕事先から仕事の就業時間
（始業・終業）を決められていますか？

基本的には自分で決められる

会社などから具体的に決められている

Point 3 A

B

代替性

あなたの都合が悪くなった場合、頼まれた仕事を
代わりの人に行わせることはできますか？

代役を立てることも認められている

代役を立てることは認められていない

Point 4 A

B

資機材等の負担

仕事で使う材料又は機械・器具等は
誰が用意していますか？

自分で用意している

会社が用意している

Point 6 A

B

報酬の額

同種の業務に従事する正規従業員と比較した場合、
報酬の額はどうですか？

正規従業員よりも高額である

正規従業員と同程度か、
経費負担を引くと同程度よりも低くなる

Point ７ A

B

専属性

他社の業務に従事することは可能ですか？

自由に他社の業務に従事できる

実質的に他社の業務を制限され、特定の会社
の仕事だけに長期にわたって従事している

Point 8 A

B

報酬の労務対償性

あなたの報酬（工事代金又は賃金）は
どのように決められていますか？

工事の出来高見合い

日や時間あたりいくらで決まっている

Point 5 A

B

働き方の自己診断チェックリスト
現在のあなたの働き方について、該当する方の□に✓印を入れてください。

技能者の方々へ
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